五條・十津川地域公共交通運賃等協議会設置要綱（案）

（目的）
第１条　道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第９条第４項及び第９条の３第３項の規定に基づき、五條市及び十津川が連携し、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等に係る運賃等を協議するため、五條・十津川地域公共交通運賃等協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（協議事項）
[bookmark: _Hlk148630051]第２条　協議会は、地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送及び乗用旅客運送の運賃等に関する事項を協議するものとする。　
２ 前項に掲げる事項のうち、乗合旅客運送における次に掲げる軽微な事案については協議会を開催しないものとする。
[bookmark: _Hlk222384696]（1） 均一制運賃を適用する路線（系統）において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路線の付け替えや一部延伸があった場合（競合する路線がある場合、路線延長により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く）でも、運賃額に変更がない場合
 （2）　毎年のイベント行事等に係る営業割引を実施する場合 
（3）　工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合 
（4）　新たな決済手段を追加する場合

（組織）
第３条　協議会は、委員１０人以内で組織する。
２　委員は、次の各号に定める者をもって充て、これらのうち第３号、第４号及び第５号に規定する者は、次条に規定する会長が委嘱又は任命する。
（1）　五條市副市長又はその指名する者
（2）　十津川村副村長又はその指名する者
（3）  協議運賃を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗
用旅客自動車運送事業者　
（4）　協議する運賃等に係る路線等に関係する地域の住民代表者
（5）　奈良運輸支局長
３　委員の任期は、２年を超えない範囲の期間で、協議会に諮られた運賃等の協議が終了するまでとし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
４　特定の職により委嘱された委員は、当該身分を失すると同時に委員を辞したものとみなす。
（会長）
第４条　協議会に会長を置き、委員のうち、前条第２項第１号に規定する者をもって充てる。
２　会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

（副会長）
第５条　協議会に副会長を置き、委員のうち、第３条第２項第２号に規定する者をもって充てる。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長の職務を代理する。

（会議）
第６条　協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。
２　会議は、招集する委員の過半数の出席をもって成立する。
３　やむを得ない事情により会議に出席できない委員は、職務上関係する者を代理者として出席させることができる。
４　会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
５　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。
６　前各項の規定にかかわらず、会議は、会長が簡易迅速な審査のため必要があると認めるとき、特に緊急の必要があると認めるとき、簡易な事項で会議を開く必要がないと認めるときその他特別の事情があると認めるときは、文書その他の方法による審議とすることができる。
７　会議は、原則公開するものとする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。

（協議結果の取扱い）
第７条　協議会において、協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

（報酬）
第８条　委員の報酬は、これを支給しない。

（庶務）
第９条　協議会の庶務は、会長を務める委員が所属する市村の公共交通担当課において処理する。


（要綱の改正）
第１０条　この要綱を改正する場合は、協議会の承認を得なければならない。

（その他）
第１１条　この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。


　　　附　則
　この要綱は、公布の日から施行する。


























